
雇 用 環 境 部 門

県内で高齢者福祉サービス又は障害（児）者福祉サービスを提供する法人又は事業所
❶ 労働基準法等、法令に沿った就業規則の整備
❷ 労働基準法など労働関係法令、その他法令について過去３年間無違反
❸ 処遇改善加算 I の届出
❹ 開設から５年以上

◉ 新人職員の指導担当者に対する独自の内部研修の実施
◉ 看護休暇・介護休暇の設定など育児、介護を両立できる取組みの実施
◉ 職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボット等の導入
◉ ICTの活用による職員の負担軽減や業務省力化
◉ 職員表彰制度の導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【取組み例】

【必須条件】

医療法人社団アスカ 氷見市

魚津市

南砺市

社会福祉法人海望福祉会

社会福祉法人マーシ園

平成30年度受賞事業所等一覧

事 業 所 名 所在地

表 彰 式

平成30年12月22日（土）
「平成30年度地域包括ケア推進県民フォーラム」
（於：ホテル グランミラージュ）にて
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